
 

○京田辺市廃棄物の減量及び適正処理の促進等に関する条例 

平成２６年９月３０日 

条例第２４号 

改正 平成２８年３月２９日条例第１２号 

平成３１年３月２７日条例第５号 

令和３年３月２９日条例第６号 

京田辺市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和５０年京田辺市条例第７

号）の全部を改正する。 
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第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、廃棄物の発生抑制、循環的利用の促進及び適正処理のた

めに必要な事項を定めることによって、廃棄物の減量、循環型社会の形成、

生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、現在及び将来の市民の健康で文

化的な生活の確保に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（昭和４５年法律第１３７号。以下「法」という。）及び循環型社会形成推

進基本法（平成１２年法律第１１０号）の例による。 

２ この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に
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定めるところによる。 

（１） 家庭系一般廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物

をいう。 

（２） 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた一般廃棄物をいう。 

（３） 再生資源集団回収 市内の区、自治会その他の営利を目的としない

団体が、専ら資源化する目的で、再生利用が可能な廃棄物を自主的に回収

する活動をいう。 

第２章 責務 

（市の責務） 

第３条 市は、市の区域内における廃棄物の状況を把握し、あらゆる施策を通

じて、廃棄物の発生を抑制し、循環的な利用を促進することにより廃棄物の

減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。 

２ 市は、廃棄物の減量及び適正処理並びに清潔の保持に関する市民及び事業

者の意識の啓発を図らなければならない。 

３ 市は、廃棄物の減量及び適正処理並びに清潔の保持に関する市民の自主的

な活動を支援しなければならない。 

（事業者の責務） 

第４条 事業者は、その事業活動によって生じた廃棄物の発生を抑制し、再使

用及び再生利用を促進することにより廃棄物の減量を行うとともに、自らの

責任において環境上支障が生じないうちに廃棄物を適正に処理しなければな

らない。 

２ 事業者は、廃棄物の減量及び適正処理並びに清潔の保持に関する市の施策

に協力しなければならない。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、不用品の活用若しくは再生品の使用

等を図り、又は生活の中で発生した廃棄物をできる限り自ら処分すること等

により、廃棄物の減量に努めなければならない。 

２ 市民は、廃棄物の減量及び適正処理並びに清潔の保持に関する市の施策に

協力しなければならない。 

（相互協力） 



 

第６条 市、事業者及び市民は、廃棄物の減量及び適正処理並びに清潔の保持

の推進に当たっては、相互に協力し、及び連携しなければならない。 

第３章 廃棄物の減量 

（市が行う減量） 

第７条 市は、循環型社会の形成を図るため、事業者及び市民による廃棄物の

発生の抑制及び再生利用を促進するとともに、廃棄物の適正処理及び再生利

用を推進しなければならない。 

２ 市は、前項の施策の実施に当たっては、職員の資質の向上、施設の整備、

作業方法の改善を図る等、能率的に行わなければならない。 

３ 市は、事業者及び市民の意識の啓発及び自主的活動を支援し、効率的な施

策の実施を図るため、必要な情報の収集、提供を行う等必要な措置を講じな

ければならない。 

（事業者が行う減量） 

第８条 事業者は、その事業活動によって生じた廃棄物の発生を抑制し、発生

した廃棄物の再使用及び再生利用を促進しなければならない。 

２ 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、使い捨ての製品等の使用を

できる限り抑制するとともに、製品等の包装の簡素化を図らなければならな

い。 

３ 事業者は、その製造、加工、販売等を行う商品について、再使用及び再生

利用が行いやすいよう工夫しなければならない。 

（市民が行う減量） 

第９条 市民は、使い捨ての製品等の使用をできる限り抑制し、再使用可能な

製品を購入すること及び再生利用が可能な物は適正な分別等を行うこと等に

より、廃棄物の発生の抑制並びに物品の長期使用及び再生利用に努めなけれ

ばならない。 

２ 市民は、再生利用が可能な廃棄物について、再生資源集団回収及び市が行

う分別収集等に協力しなければならない。 

第４章 廃棄物の適正な処理 

（一般廃棄物の処理計画） 

第１０条 市長は、法第６条第１項に規定する一般廃棄物処理計画を定めるに



 

当たっては、京田辺市ごみ減量化推進審議会の意見を聴かなければならな

い。 

２ 市長は、一般廃棄物処理計画を定めたときは、これを告示するものとす

る。 

３ 前２項の規定は、一般廃棄物処理計画の変更について準用する。 

（一般廃棄物の処理の委託） 

第１１条 市長は、前条の一般廃棄物処理計画の範囲内において、一般廃棄物

の処理を市以外の者に委託することができる。 

（一般廃棄物の処理） 

第１２条 市長は、一般廃棄物処理計画に従って、市の区域内における一般廃

棄物を生活の保全上支障が生じないうちに収集し、運搬し、及び処分しなけ

ればならない。 

２ 土地又は建物の占有者等（占有者がない場合は、管理者。以下「占有者

等」という。）は、その土地又は建物内の一般廃棄物について、一般廃棄物

処理計画に従い適正に分別し、保管すること等により、市が行う収集、運搬

及び処分に協力しなければならない。 

３ 占有者等は、一般廃棄物の排出に際して、産業廃棄物を混入してはならな

い。 

４ 一般廃棄物収集運搬業者は、一般廃棄物の収集及び運搬に際して、産業廃

棄物を混入してはならない。 

（排出規制） 

第１３条 占有者等は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、一般廃棄物のう

ち次に掲げるものを排出してはならない。 

（１） 特別管理一般廃棄物 

（２） 人の健康又は生活環境に有害な物質を含むもの 

（３） 引火性のあるもの等危険性のあるもの 

（４） 著しく悪臭を発生させるもの 

（５） 一般廃棄物の処理に従事する者に危険を及ぼすおそれがあるもの 

（６） 前各号に掲げるもののほか、市が行う一般廃棄物の処理に著しい支

障を及ぼすおそれがある一般廃棄物 



 

（技術管理者の資格） 

第１４条 法第２１条第３項の規定による条例で定める資格は、次に掲げるも

のとする。 

（１） 技術士法（昭和５８年法律第２５号）第２条第１項に規定する技術

士（化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格し

た者に限る。） 

（２） 技術士法第２条第１項に規定する技術士（前号に該当する者を除

く。）であって、１年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した

経験を有するもの 

（３） ２年以上法第２０条に規定する環境衛生指導員の職にあった者 

（４） 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づく大学（短期大学を

除く。次号において同じ。）又は旧大学令（大正７年勅令第３８８号）に

基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学（旧

大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。）若しく

は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、２年以上廃棄物の処理に関

する技術上の実務に従事した経験を有する者 

（５） 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、

工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学

工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、３年以上廃棄物の処理

に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

（６） 学校教育法に基づく短期大学（同法に基づく専門職大学の前期課程

（以下この条において「専門職大学前期課程」という。）を含む。）若し

くは高等専門学校又は旧専門学校令（明治３６年勅令第６１号）に基づく

専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程におい

て衛生工学（旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号

において同じ。）若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した（専門

職大学前期課程を修了した場合を含む。）後、４年以上廃棄物の処理に関

する技術上の実務に従事した経験を有する者 

（７） 学校教育法に基づく短期大学（専門職大学前期課程を含む。）若し

くは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工



 

学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工

学に関する科目以外の科目を修めて卒業した（専門職大学前期課程を修了

した場合を含む。）後、５年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従

事した経験を有する者 

（８） 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校

令（昭和１８年勅令第３６号）に基づく中等学校において土木科、化学科

若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、６年以上廃棄物の処

理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

（９） 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校

令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれ

らに相当する科目を修めて卒業した後、７年以上廃棄物の処理に関する技

術上の実務に従事した経験を有する者 

（１０） １０年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を

有する者 

（１１） 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められ

る者 

（事業者の自己処理の基準） 

第１５条 事業者は、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理するとき

は、その一般廃棄物を法第６条の２第２項に定める基準（特別管理一般廃棄

物については、同条第３項に規定する特別管理一般廃棄物処理基準）に準じ

て処理しなければならない。 

２ 市長は、事業者のうちその事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる者に

対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬す

べき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。 

３ 市長は、第１項の規定に違反した者又は前項の指示に従わない者に対し、

期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 

４ 市長は、前項の勧告を受けた者が当該期限を過ぎても必要な措置を講じな

かったときは、当該事実に関してその者の氏名を公表することができる。 

（適正処理困難物） 

第１６条 市長は、法第６条の３第１項の規定により環境大臣が指定する一般



 

廃棄物以外の一般廃棄物のうち、市の一般廃棄物の処理に関する設備及び技

術に照らして、その適正な処理が困難であると認められるものを適正処理困

難物に指定することができる。 

２ 市長は、適正処理困難物の製造、加工及び販売を行う事業者に対し、その

適正処理困難物を自らの責任で回収すること等、適正に一般廃棄物を処理す

ることを補完するために必要な協力を求めることができる。 

（一般廃棄物処理施設における廃棄物の受入れ） 

第１７条 市が設置する一般廃棄物処理施設に廃棄物を搬入しようとする者

は、別に定める基準に従わなければならない。 

２ 前項の場合において、廃棄物を搬入しようとする者が市長の指示に従わな

いときは、市長は、当該廃棄物の受入れを拒否することができる。 

３ 法第１１条第２項の規定により、一般廃棄物とあわせて市が処分できる産

業廃棄物は、一般廃棄物とあわせて処理することが必要と認められる産業廃

棄物のうち、一般廃棄物の処理に支障のない範囲で、市長がその都度指定す

る。 

４ 廃棄物を搬入しようとする者が、前項に規定する産業廃棄物を本市が設置

する一般廃棄物処理施設に搬入する場合においては、第１２条第３項及び第

４項の規定は適用しない。 

（収集又は運搬の禁止） 

第１８条 市又は市長が指定する者以外の者は、一般廃棄物処理計画に基づ

き、所定の集積所（市が家庭系一般廃棄物を収集するための場所として指定

した集積所をいう。）に排出された家庭系一般廃棄物を収集し、又は運搬し

てはならない。 

２ 実施団体（規則で定める実施団体をいう。以下同じ。）又は実施団体が指

定する者以外の者は、実施団体が行う再生資源集団回収において、実施団体

が指定した場所に持ち出された資源物（家庭から排出された一般廃棄物のう

ち、規則で定める再生利用が可能なものをいう。）であって、規則で定める

方法により明示されたものを収集し、又は運搬してはならない。 

（命令） 

第１８条の２ 市長は、前条の規定に違反する行為をした者に対して、その行



 

為をしないよう命ずることができる。 

（違反事実の公表） 

第１８条の３ 市長は、前条の規定による命令を受けた者がその命令に従わな

かったときは、その旨を公表することができる。 

２ 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公

表をされるべき者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、かつ、その証

拠を提出する機会を与えなければならない。 

第５章 清潔の保持 

第１９条 占有者等は、その土地又は建物にみだりに廃棄物が捨てられないよ

うに、適正な管理に努めなければならない。 

２ 占有者等は、その土地又は建物に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物

を自らの責任で適正に処理しなければならない。 

３ 土木、建築等の工事を行う者は、不法投棄の誘発及び都市美観の汚損を防

止する措置を講じなければならない。 

４ 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所に、みだりに廃棄物

を捨てること等により当該公共の場所を汚してはならない。 

第６章 京田辺市ごみ減量化推進審議会 

第２０条 京田辺市ごみ処理基本計画に基づき、市、事業者及び市民が一体と

なったごみの減量化及び資源化の推進を図るため、法第５条の７第１項の規

定により、京田辺市ごみ減量化推進審議会（以下「審議会」という。）を置

く。 

２ 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項の調査、審議等を行い、そ

の結果を市長に答申する。 

（１） ごみ処理の基本方針となる計画に関すること。 

（２） ごみの減量化及び資源化の推進を図る方策に関すること。 

（３） ごみの減量化及び資源化の推進に係る調査及び研究に関すること。 

（４） ごみの減量化及び資源化の啓発事業の計画立案及び実施に関するこ

と。 

（５） その他ごみの減量及び適正処理に関して必要な事項 

３ 審議会は、市長が委嘱し、又は任命する委員１７人以内をもって組織す



 

る。 

４ 委員の任期は、２年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠

けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も

同様とする。 

６ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

第７章 手数料 

（一般廃棄物処理手数料） 

第２１条 市長は、第１２条に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分につ

き、別表第１に掲げる手数料を徴収する。 

２ 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認める

ときは、この限りでない。 

３ 市長は、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、第１項の手

数料を減額し、又は免除することができる。 

４ 市長は、正当な理由なしに第１項の手数料を納入しない者があるときは、

当該手数料が納入されるまでの間、その者に対する一般廃棄物の収集、運搬

又は処分を停止することができる。 

５ 市長は、第１７条第３項に定める産業廃棄物を一般廃棄物とあわせて処理

するときは、当該産業廃棄物を一般廃棄物とみなして手数料を徴収する。 

（許可等の申請に対する審査手数料） 

第２２条 市長は、法第７条又は浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）第３５

条の規定に基づく許可等の申請に対する審査につき、別表第２に掲げる手数

料を徴収する。 

２ 前項の手数料は、当該申請の際に納入するものとし、既納の手数料は、還

付しない。 

第８章 雑則 

（報告の徴収） 

第２３条 市長は、法第１８条第１項に定めるもののほか、この条例の施行に

必要な限度において、事業者その他必要と認める者に対し、廃棄物の保管、



 

排出、処理等に関し必要な報告を求めることができる。 

（立入検査） 

第２４条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、事業

者その他必要と認める者の占有し、所有し、又は管理する土地又は建物に立

ち入り、必要な検査をさせることができる。 

２ 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯

し、関係者に提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたもの

と解釈してはならない。 

（委任） 

第２５条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項

は、規則で定める。 

第９章 罰則 

第２６条 第１８条の２の規定による命令に違反した者は、２０万円以下の罰

金に処する。 

（両罰規定） 

第２７条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者

が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を

罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑を科する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前にこの条例による改正前の京田辺市廃棄物の処理及び清

掃に関する条例の規定によりなされた許可、処分、手続その他の行為は、こ

の条例による改正後の京田辺市廃棄物の減量及び適正処理の促進等に関する

条例の規定によりなされた許可、処分、手続その他の行為とみなす。 

附 則（平成２８年３月２９日条例第１２号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２８年１０月１日から施行する。 



 

（準備行為） 

２ この条例による改正後の京田辺市廃棄物の減量及び適正処理の促進等に関

する条例第２１条第１項の規定による手数料の徴収に関し必要な行為は、こ

の条例の施行の日前においても行うことができる。 

附 則（平成３１年３月２７日条例第５号） 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月２９日条例第６号） 

この条例は、令和３年７月１日から施行する。 
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